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２０２１年度 明治大学法科大学院 論文試験問題 

 

【民 法】 

 

問題１ 以下の事実を読み、各設問について、現行民法に基づいて解答しなさい。 

［事実］ 

１． Ａは、Ｂに対して金銭債権（以下「本件債権」という）を有していた。本

件債権には、譲渡・質入れを禁じる旨の特約（以下「本件特約」という）が付

されていた。 

２． ところが、Ｃに対して負っていた金銭債務の履行に苦慮していたＡは、Ｃ

から強く要請されたこともあり、令和２年５月３日、代物弁済として本件債権

をＣに譲渡し、同日、その旨を内容証明郵便でＢに通知し、その通知は翌日Ｂ

のもとに到達した。なお、本件債権の譲渡に際し、Ｃは、本件債権に本件特約

が付されていることを聞かされていた。 

３． 他方、Ａに対して貸金債権を有する貸金業者のＤは、同年６月４日、その

貸金債権の強制執行として、本件債権を差し押さえ、その旨の差押命令が翌日

Ｂに送達された。その際、Ｄは、本件債権に本件特約が付されていることは知

らなかった。 

４． 同月１０日、Ｂは、上記差押命令の送達を受けたことから、本件債権の債

権額に相当する金銭を供託し、その際、ＡからＢへの本件債権の債権譲渡を承

諾した。 

５． 同年７月３日、Ｄは、Ｃに対し、供託金還付請求権の取立権の確認訴訟を

提起した。他方、Ｃも、Ｄに対し、供託金還付請求権の確認訴訟を提起した。 

 

［設問］ 

小問１ 本件債権が売掛金債権である場合について、事実５におけるＤ・Ｃいず

れの請求が認められるかについて説明しなさい。 

 

小問２ 本件債権が預金債権である場合について（Ｂが銀行である）、事実５に

おけるＤ・Ｃいずれの請求が認められるかについて説明しなさい。 

 

問題２ 以下の事実を読んで、各設問について、判例に従って答えなさい。なお、

［事実］における各出来事の年月日にかかわらず、現行民法に基づくこと。 

［事実］ 

 平成２５年当時、２５歳のＡは、精神の発達に遅滞があり、６歳程度の知能年

齢しかなかった。Ａは、父親から相続した本件土地および建物(以下「旧建物」
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という)を所有していた。Ａには長姉Ｂと次姉Ｃがいたが、Ａがかかる状態であ

ったので、ＢがＡの身の回りの世話をするとともに、旧建物の管理をし、賃貸に

出し、その交渉などをしていたが、そのことについて誰からも苦情が出ることは

なかった。 

 平成３０年１月に、旧建物をビル(以下「本件建物」という)に建て替える計画

が立てられ、その実施のため、旧建物を取り壊す必要が生じた。旧建物に居住し

ていたＤは、Ｂとの間で交渉を行い、Ｄは、いったん旧建物から退去し、本件建

物の完成後にＡから改めて賃貸を受ける旨の合意が成立した。右合意に基づき、

平成３０年２月２０日、Ｃも臨席のもと、ＢとＤとの間で、Ｄが自己の署名およ

び捺印をし、ＢがＡの記名および捺印をして、本件建物の賃貸借の予約(以下、

賃貸借の本契約を「本件賃貸借」、その予約を「本件予約」という)がされた。本

件予約には、本件賃貸借の締結にかかる条項のほか、Ａの都合で本件賃貸借が締

結できないときは、ＡはＤに２００万円の損害賠償を支払う旨の条項(以下「本

件損害賠償条項」という)が含まれていた。 

 平成３０年５月１日、Ｄは旧建物から退去し、翌令和元年８月１日に本件建物

が完成した。 

 一方、Ａのために融資が必要となり、Ｂは本件建物完成前の平成３１年４月頃、

Ｄに対し、本件賃貸借の締結を拒む意思を表明し、借入金２０００万円の担保と

して本件建物をＥに譲渡した。 

 これを知ったＤは、Ｂとの間で上記事実を確認するとともに、本件損害賠償条

項の行使の可能性を示しつつ、約定通りの賃貸借の実施を主張して交渉を求め

てきた。 

 Ｂから相談を受けたＣは、助言を求めて知り合いのＦ弁護士を訪ねた。 

 

［設問］ 

小問１ （１）ＤのＡに対する本件損害賠償条項に基づく２００万円の請求に備

えて、Ｃの立場でこれを拒絶する手段としてどのような方法が考えられ

るか、あなたがＦ弁護士であったとしてＣにどのような助言をするか書

きなさい。(２）Ｃが（１）の助言に従ったとして、Ｄはどのような反論

を主張することが考えられるか。また、Ｄの反論を踏まえて、ＤのＡに対

する損害賠償請求が認められるか解答しなさい。 

 

小問２ 小問１でのＤのＡに対する損害賠償請求が認められなかった場合、（１）

ＤがＢに対して取り得る手段としてどのようなものが考えられるか。（２）

本問の事情のもとで、（１）のＤの主張は認められるか、要件を挙げた上

で解答しなさい。 

                                       


